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No.672
3月

村のようす

令和6年3月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２８７（＋１）
４４０（＋１）
２３０（＋１）
２１０（±０）
274.22k㎡

広
報
か
み
き
た
や
ま
　

N
O
.672号

発
行
／
上
北
山
村
役
場
　
　
編
集
／
総
務
課

Ｐ２・3
Ｐ４
Ｐ５
Ｐ６
Ｐ７

令和６年３月定例村議会……………………
卒園式・卒業式………………………………
村の出来事ほか………………………………
犬の登録と狂犬病予防注射…………………
年金だより……………………………………

Ｐ８・９
Ｐ10
Ｐ11
Ｐ12

お知らせ………………………………………
後期高齢者医療保険料率の算定について…
保健師だより…………………………………
体罰等によらない子育てを広げよう！ほか…

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

・軽自動車税　　　第1期
・介護保険料　　　第1期

【4月30日】

健康保険料率

介護保険料率

給与・賞与の

10.14％

給与・賞与の

1.82％

令和6年2月分
（3月納付分）まで

令和6年2月分
（3月納付分）まで

令和6年3月分
（4月納付分）まで

※任意継続被保険者の方は、令和6年4月分の保険料率から変更となります。
※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に
　全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

〒 奈良市大宮町 奈良センタービル４階
： （企画総務グループ直通）

令和6年3月分（４月納付分）より
協会けんぽの保険料率が変わります

協会けんぽ奈良支部の加入者・事業主の皆さまへ

給与・賞与の

10.22％

給与・賞与の

1.60％

令和6年3月分
（4月納付分）まで

　令和6年2月号3ページについて、特殊勤務手当の手当の種類を「１」
としておりましたが、「2」の誤りです。また、それに伴い代表的な手当
の名称に「防災業務従事手当」が追加されます。
　訂正してお詫び申し上げます。

掲載記事の訂正とお詫び

まずはお住まいの市区町村の子育て相談窓口へご相談は

詳しくは

子どもへの体罰は法律で禁止されました。
体罰等によらない子育てを推進するため、
子育て中の保護者に対する支援も含めて
社会全体で取り組んでいきましょう。

2020年4月から法律が変わりました！



報
告

①
例
月
出
納
検
査
の
結
果
報
告

　
　

令
和
５
年
12
月
～
令
和
６
年

２
月
ま
で
の
例
月
出
納
検
査
の

結
果
報
告
で
す
。

専
決
処
分
事
項
の
報
告

①
令
和
５
年
度
上
北
山
村
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
７
号
）

※
３
，
３
１
５
万
４
千
円
の
増
額

　
　

物
価
高
騰
へ
の
対
策
と
し

て
、
住
民
税
均
等
割
の
み
課

税
世
帯
及
び
子
育
て
低
所
得

世
帯
（
住
民
税
非
課
税
世
帯
・

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世

帯
）
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金

１
２
５
万
４
千
円
の
増
額
及
び

令
和
５
年
８
月
に
発
生
し
た

台
風
７
号
の
影
響
に
よ
り
被
災

し
た
林
道
橡
谷
西
ノ
谷
線
２

号
箇
所
災
害
復
旧
工
事
費
３
，

１
９
０
万
円
の
増
額
に
伴
う
補

正
で
す
。

議
案

①
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き

意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　

齋
藤
し
の
ぶ
氏
が
推
薦
さ
れ

ま
し
た
。

②
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

医
療
職
の
初
任
給
調
整
手
当

に
つ
い
て
、
支
給
対
象
者
を
医

師
及
び
歯
科
医
師
の
職
の
も
の

に
限
定
す
る
改
正
並
び
に
勤
務

１
時
間
当
た
り
の
給
与
額
の
算

出
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
に
準

じ
た
算
出
方
法
に
改
正
す
る
も

の
で
す
。

③
上
北
山
村
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
に
よ
り
令
和
６
年
度

か
ら
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ

い
て
勤
勉
手
当
の
支
給
が
可
能

に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
本
村

に
お
い
て
も
支
給
す
る
よ
う
に

改
正
す
る
も
の
及
び
パ
ー
ト
タ

イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通

勤
手
当
に
つ
い
て
、
月
額
支
給

に
加
え
、
日
額
支
給
も
行
え
る

よ
う
に
改
正
す
る
も
の
で
す
。

④
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

令
和
６
年
度
か
ら
会
計
年
度

任
用
職
員
に
つ
い
て
勤
勉
手
当

の
支
給
が
可
能
と
な
る
こ
と
か

ら
、
育
児
休
業
を
し
て
い
る
会

計
年
度
任
用
職
員
に
お
い
て
も

勤
勉
手
当
の
支
給
が
で
き
る
よ

う
に
改
正
す
る
も
の
で
す
。

⑤
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

一
般
職
員
・
常
勤
の
特
別

職
、
議
会
議
員
、
非
常
勤
の
特

別
職
の
旅
費
に
お
け
る
宿
泊
料

に
つ
い
て
、
物
価
の
高
騰
に
対

応
す
る
た
め
、
対
象
条
例
を
改

正
し
金
額
の
引
き
上
げ
を
行
う

も
の
で
す
。

⑥
上
北
山
村
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の

一
部
を
改
正
す
る
政
令
が
公

布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
国
民

健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
を

引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
軽
減

措
置
の
5
割
軽
減
及
び
2
割
軽

減
の
対
象
世
帯
に
係
る
所
得
判

定
基
準
を
改
正
す
る
も
の
、
ま

た
奈
良
県
統
一
保
険
料
に
合
わ

せ
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険

者
に
係
る
所
得
割
額
を
算
定
す

る
乗
率
の
引
き
下
げ
及
び
均
等

割
額
の
引
き
下
げ
を
行
う
も
の

で
す
。

⑦
上
北
山
村
介
護
保
険
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

　
　

介
護
保
険
法
第
１
２
９
条
の

令
和
６
年

3
月 
定
例
村
議
会

　令和６年第１回定例村議会が、３月７日に開会し、報告２件、議案19件が審議・
審査され、上程された報告及び議案はすべて原案どおり承認・可決されました。審議・
審査された報告及び議案は下記のとおりです。
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規
定
に
よ
り
、
第
９
期
上
北
山

村
介
護
保
険
事
業
計
画
に
よ
り

算
出
し
た
給
付
見
込
額
に
基
づ

き
、
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８

年
度
の
介
護
保
険
料
を
定
め
る

必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
介
護
保

険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
確
保

す
る
観
点
か
ら
、
１
号
被
保
険

者
間
で
の
所
得
再
分
配
機
能
を

強
化
す
る
た
め
の
所
得
段
階
の

細
分
化
等
を
規
定
す
る
介
護
保

険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。

⑧
上
北
山
村
消
防
団
員
等
公
務

災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　
　

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
よ
り
、
公
安
職
俸
給
表

が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損

害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令

に
お
け
る
非
常
勤
消
防
団
員
等

及
び
消
防
作
業
従
事
者
等
の
損

害
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
が

引
き
上
げ
ら
れ
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

　
　

議
会
費
で
は
、
議
員
報
酬
等

の
減
額
に
よ
り
３
５
６
万
５
千

円
の
減
額
、
総
務
費
で
は
、

財
政
調
整
積
立
金
１
億
４
，

２
３
９
万
円
の
増
額
等
に
よ
り

８
，
９
８
１
万
９
千
円
の
増

額
、
民
生
費
で
は
、
国
民
健
康

保
険
診
療
所
特
別
会
計
繰
出

金
３
７
７
万
５
千
円
、
電
力
・

ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重

点
支
援
給
付
金
１
４
９
万
円
の

減
額
等
に
よ
り
７
１
２
万
１
千

円
の
減
額
、
衛
生
費
で
は
人
件

費
４
６
１
万
６
千
円
、
保
健
セ

ン
タ
ー
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
改
修
工

事
及
び
空
調
設
備
改
修
工
事

３
５
２
万
４
千
円
の
減
額
等
に

よ
り
５
８
０
万
６
千
円
の
減

額
、
農
林
水
産
商
工
費
で
は
、

人
件
費
１
７
１
万
4
千
円
の
減

額
、
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
運
営

費
２
９
８
万
5
千
円
の
減
額
等

に
よ
り
５
８
６
万
５
千
円
の
減

額
、
土
木
費
で
は
、
村
道
和
佐

又
～
伯
母
峯
線
災
害
防
除
工
事

５
０
４
万
９
千
円
の
減
額
等
に

よ
り
５
９
８
万
円
の
減
額
、
教

育
費
で
は
、
村
費
講
師
等
に
係

る
人
件
費
１
，
２
１
０
万
５
千

円
の
減
額
、
校
門
周
辺
改
修
工

事
費
１
８
１
万
５
千
円
の
減
額

⑨
奈
良
広
域
水
質
検
査
セ
ン
タ
ー

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
　

生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機

能
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の

整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、

水
道
法
が
厚
生
労
働
省
か
ら
国

土
交
通
省
及
び
環
境
省
に
移
管

す
る
こ
と
に
伴
い
、
本
規
約
の

経
費
の
負
担
区
分
に
つ
い
て
厚

生
労
働
省
が
公
表
す
る
統
計
値

に
よ
り
負
担
割
合
を
決
定
す
る

規
定
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
水
道

事
業
に
関
す
る
統
計
を
所
掌
す

る
国
土
交
通
省
に
変
更
す
る
も

の
で
す
。

⑩
令
和
5
年
度
上
北
山
村
簡
易

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

※
６
３
９
万
１
千
円
の
減
額

　
　

西
原
地
区
導
・
配
水
管
布
設

替
工
事
費
の
減
額
等
に
伴
う
補

正
で
す
。

⑪
令
和
５
年
度
上
北
山
村
国
民
健

康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
４
号
）

※
６
０
７
万
5
千
円
の
減
額

　
　

人
件
費
の
減
額
等
に
伴
う
補

正
で
す
。

⑫
令
和
５
年
度
上
北
山
村
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
８
号
）

※
７
，
８
０
９
万
９
千
円
の
増
額

等
に
よ
り
１
，
５
２
９
万
９
千

円
の
減
額
、
災
害
復
旧
費
で

は
、
林
道
水
太
和
佐
又
線
災

害
復
旧
工
事
２
，
４
３
６
万

円
の
増
額
、
林
道
白
川
又
線

災
害
復
旧
工
事
８
９
１
万
円

の
増
額
、
林
道
橡
谷
西
ノ
谷

線
１
号
箇
所
災
害
復
旧
工
事

６
５
８
万
円
の
増
額
等
に
よ
り

３
，
１
９
１
万
６
千
円
の
増
額

等
に
伴
う
補
正
で
す
。

⑬
令
和
６
年
度
上
北
山
村
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
予
算

【
予
算
額
】

　

６
，
９
５
８
万
８
千
円

⑭
令
和
６
年
度
上
北
山
村
国
民
健

康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
予
算

【
予
算
額
】

　

1
億
79
万
4
千
円

⑮
令
和
6
年
度
上
北
山
村
介
護

保
険
特
別
会
計
予
算

【
予
算
額
】

　

1
億
４
６
２
万
6
千
円

⑯
令
和
6
年
度
上
北
山
村
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算

【
予
算
額
】

　

１
，
９
０
６
万
８
千
円

⑰
令
和
６
年
度
上
北
山
村
一
般
会

計
予
算

【
予
算
額
】

　

19
億
９
，
４
８
８
万
7
千
円

⑱
令
和
6
年
度
上
北
山
村
簡
易

水
道
事
業
会
計
予
算

【
支
出
予
算
額
】

　

1
億
４
，
４
１
６
万
３
千
円

⑲
上
北
山
村
公
の
施
設
に
お
け
る

指
定
管
理
者
の
承
認
に
つ
い
て

　
　
「
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
（
道

の
駅　

吉
野
路
上
北
山
）」
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

議
会
の
承
認
を
求
め
ま
し
た
。

▼
選
定
方
法

　

地
方
自
治
法
に
お
け
る
指
定
管

理
者
制
度
に
よ
る

▼
指
定
管
理
者

　

一
般
社
団
法
人
ツ
ー
リ
ズ
ム
か

み
き
た　

　

代
表
理
事　

山
室　

潔 

▼
年
間
施
設
使
用
料　

0
円

▼
年
間
指
定
管
理
料

　

令
和
６
年
度　

１
０
０
万
円

　

令
和
7
～
8
年
度　

収
支
状
況

を
勘
案
し
協
議
の
う
え
設
定
す

る
。

▼
指
定
期
間

　

令
和
6
年
４
月
１
日
～
令
和
９

年
３
月
31
日
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やまゆり保育園卒園式

上北山やまゆり学園卒業式

　３月１３日（水）、やまゆり保育園卒園式が行われ、２名の園児が卒園しました。
　卒園したのは、吉田裕翔くん、中本鮎利くんです。
　式では保育証書の授与が行われ、上北山やまゆり学園の校長など来賓の方々からのお祝い
のことばのあと、園児たちによる合唱が披露されました。

　３月１３日（水）、上北山やまゆり学園において卒業証
書授与式が行われ、１名が卒業を迎えました。
　式では、国歌・校歌斉唱のあと、卒業証書の授与が行
われ、学校長の式辞、村長をはじめとする来賓の方々
から祝辞が述べられました。
　その後、在校生を代表して７年生の金岩奏佑くんが
卒業生に送辞を述べ、卒業生の小谷海くんが在校生や
先生、家族やお世話になった方々へ感謝の気持ちを述
べました。

ご
卒
業
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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村の出来事Topics

アマゴの解禁アマゴの解禁
　3月17日（日）、アマゴ漁が解禁されました。
　アマゴ漁を待ち望んでいた釣り客たちは、早朝から
こぞって釣り糸を清流に投げ入れアマゴ釣りを楽しん
でいました。

救命講習が行われました救命講習が行われました
　2月26日（月）～28日（水）の3日間、奈良県広域消
防組合の職員を講師に招き、役場職員等を対象に救命
講習が行われました。
　心臓や呼吸が止まった人に対する「心肺蘇生法」や
「AEDの使い方」を90分間の講習で学びました。

叙勲受章者のご紹介

　2023年12月18日に亡くなられた北岡孝之氏に叙勲が贈られ、親
族である北岡千佳氏が代理で受け取られました。
　41年余の永きにわたり消防団分団長等として、消防施設の充実と
防災の強化・拡充を図るとともに、火災予防思想の普及に貢献し、そ
の顕著な功績が認められました。

新規採用職員を紹介します

　総務課に配属になりました松尾和斗と申します。
　慣れない環境で色々と迷惑をかけると思いますが1日でも早く力にな
れるよう頑張りますので、よろしくお願いします

北岡　孝之氏
消防功労　瑞宝単光章

松尾　和斗（27歳）　
出身地：京都府

まつ　お　　　  かず　と
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●持ち物
①注射費用3,400円（おつりのいらないように準備してください。）
②狂犬病予防注射のお知らせ（飼い主の方へ3月中に郵送予定。）
※犬の登録をしていない飼い主の方には届きません。

●犬の登録
　犬には狂犬病予防法に基づいた登録（生涯1回）と、狂犬病予防注射（年1回）
を受ける事が義務づけられています。登録の鑑札には登録した自治体と、犬の固
有番号が表記されています。犬が全国のどこで保護されても飼い主がわかるよう
になっています。犬には必ず鑑札をつけましょう。犬の登録をしていない方は登
録を行ってください。
注射実施会場や役場住民課にて犬の登録ができます。（犬の登録手数料3,000円）

●犬の死亡・飼い主の変更や住所変更
登録内容に変更があった場合は、住民課までお問合わせください。

犬の登録は生涯１回。
予防注射は毎年１回。

犬の登録と狂犬病予防注射は
飼い主の義務です。

住民課　TEL：07468-3-0223

狂犬病予防注射を下記のとおり実施します。

実施日

4月19日（金）

時間

10：00～10：20

10：35～10：55

11：05～11：20

11：30～11：45

実施場所

西原ふれあい会館前

上北山村役場車庫

小橡青年研修所前

白川公民館前

6
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URL:https://www.nenkin.go.jp

※０５０から始まる電話番号でおかけになる場合は０３－６７００－１１６５
　お問合せの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

〈受付時間〉月　曜　日　午前８：３０～午後７：００
　　　　　　火～金曜日　午前８：３０～午後５：１５
　　　　　　第２土曜日　午前９：３０～午後４：００

TEL：０５７０－０５－１１６５

年金だより

マイナポータルからスマホで
国民年金手続の電子申請ができます

①国民年金(第1号被保険者)加入の届出
　▶お勤め先を退職した場合などの、国民年金へ加入する手続

②国民年金保険料免除・納付猶予の申請
　▶経済的に保険料の納付が困難な場合に、納付の免除または猶予を申請する手続

③国民年金保険料　学生納付特例の申請
　▶学生の方が保険料の納付が困難な場合に、納付の猶予を申請する手続

メリット 1 スマートフォンで簡単に申請できます!

対象手続

メリット 2 24時間365日、 申請できます!

メリット3 処理状況や申請結果が確認できます!

7
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事業者必見 !　定額減税説明会 ( 源泉所得税関係 ) のご案内事業者必見 !　定額減税説明会 ( 源泉所得税関係 ) のご案内

奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校 

保
護
者
説
明
会
・
体
験
学
習

　
本
校
で
は
、
知
的
障
害
の
あ
る
幼
児
の
保
護
者

や
、
児
童
と
保
護
者
等
に
対
し
て
、
本
校
の
教
育

に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
に
、説
明
会
等
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

■
小
学
部

・
対
象
＝
令
和
7
年
4
月
に
小
学
生
と
な
る
知

的
障
害
の
あ
る
幼
児
の
保
護
者

﹇
就
学
説
明
会
﹈

5
月
1
日（
水
）午
前
10
時
〜
11
時
半

5
月
7
日（
火
）午
前
10
時
〜
11
時
半

・
対
象
＝
令
和
7
年
4
月
に
小
学
生
と
な
る
知

的
障
害
の
あ
る
幼
児
と
そ
の
保
護
者

・
対
象
＝
令
和
8
年
4
月
に
小
学
生
と
な
る
知

的
障
害
の
あ
る
幼
児
の
保
護
者

﹇
就
学
相
談（
個
別
体
験
学
習
）﹈

5
月
14
日（
火
）〜
12
月
11
日（
水
）

午
前
10
時
〜
11
時
半

■
中
学
部
　﹇
第
一
回
体
験
学
習
﹈

・
対
象
＝
知
的
障
害
の
あ
る
小
学
6
年
生
と
そ

の
保
護
者
、 

小
学
校
の
教
員
ほ
か

6
月
10
日（
月
）〜
7
月
1
日（
月
）

午
前
10
時
半
〜
12
時

【
教
育
相
談
】

　
お
子
様
の
日
常
生
活
指
導
・
教
科
指
導
等

特
別
支
援
教
育
に
つ
い
て
の
相
談
等
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

事
前
に
お
申

込
み
が
必
要
で
す
。 

日
程
や
時
間
を
調
整
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
問
合
せ
先
】

　
奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校

　
吉
野
郡
大
淀
町
下
渕
4
1
4
‐
1

　
T
E
L
：
0
7
4
7
‐
5
2
‐
7
6
5
5

　M
ail:oyodoyogo-s-info@

e-net.nara.jp

【
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
先
】

　
奈
良
県
立
大
淀
養
護
学
校

　（
保
護
者
・
地
域
の
方
へ
）

奈
良
県
警
察
安
全
・
安
心
ア
プ
リ

「
ナ
ポ
リ
ス
」運
用
開
始

　
3
月
1
日
に
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
の
安
全
・
安

心
を
守
る
奈
良
県
警
察
公
式
ア
プ
リ
が
誕
生
し

ま
し
た
。

【
主
な
機
能
】

・
お
知
ら
せ
機
能
：
身
近
な
犯
罪
・
不
審
者
情

報
等
が
プ
ッ
シ
ュ
通
知
で
届
く

・
マ
ッ
プ
機
能
：
身
近
な
犯
罪
・
不
審
者
情
報
等

を
マ
ッ
プ
で
確
認

・
防
犯
ブ
ザ
ー
&
ち
か
ん
対
策
機
能
：
警
告
画

面
と
音
で
犯
人
を
撃
退

・
今
コ
コ
通
知
機
能
： 

お
子
様
や
ご
家
族
の
現

在
地
を
確
認

・
パ
ト
ロ
ー
ル
機
能
：
見
守
り
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動

の
状
況
を
確
認
、
活
動
内
容
で
ポ
イ
ン
ト
が
も

ら
え
る

　
そ
の
他
に
も
数
多
く
の
便
利
な
機
能
を
搭
載

し
て
い
ま
す
。

【
ア
プ
リ
の
登
録
】

　
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

奈
良
県
警
察
本
部
　
生
活
安
全
企
画
課

（
0
7
4
2
‐
2
3
‐
0
1
1
0
）

令
和
6
年
度
奈
良
県
警
察
官（
第
1
回
）

採
用
試
験
情
報

■
第
1
次
試
験
日

教
養
試
験
・
論
文
試
験
　
5
月
12
日（
日
）

体
力
試
験
・
口
述
試
験
　
5
月
25
日 

（
土
）、

26
日 

（
日
） 

の
う
ち
指
定
す
る
1
日

■
受
験
資
格

　
平
成
3
年
4
月
2
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人

で
、 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学 

（
短
期
大
学

を
除
く
。）
を
卒
業
し
た
人
又
は
令
和
7
年
3

月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

■
受
付
期
間

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
み

（
県
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）： 

3
月
1
日

（
金
）〜
4
月
12
日（
金
）

※
左
記
U
R
L
か
ら
申
込
み
し
て
く
だ
さ

い
。

■
問
合
せ
・
受
験
申
込
先

奈
良
県
警
察
本
部
警
務
課
採
用
係

〒
6
3
0
‐
8
5
7
8
　

奈
良
市
登
大
路
町
8
0
番
地

T
E
L
：
0
1
2
0
‐
3
5
1
‐
2
0
4 

（
採

用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

U
R
L
：

https://w
w
w
.police.pref.nara.jp/

■
そ
の
他

・
採
用
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
で
も
、 

採
用
関
連

の
情
報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

・
是
非
フ
ォ
ロ
ー
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
担
当
者

奈
良
県
警
察
本
部
警
務
課
採
用
係 

植
松 
章
里

代
表
0
7
4
2
‐
2
3
‐
0
1
1
0 

内
線 

2
6
2
4

採用インスタグラム
QR コード

　「令和 6年度税制改正の大綱」( 令和 5年 12 月22日閣議決定 )に令和 6年分の所得税について定額減税を実施することが盛
り込まれました。
　今後、関係する税制改正案が成立し、施行された場合には、令和 6年 6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際
から定額減税を行うことになりますので、事業者 (給与支払者 )の方を対象とした説明会を以下の日程で開催致します。

令和 6 年 4 月　5 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 4 月 12 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 4 月 19 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 4 月 26 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 5 月 10 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 5 月 17 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 5 月 24 日 ( 金 )
14:00～16:00
令和 6 年 5 月 31 日 ( 金 )
14:00～16:00

〔申込方法〕
　参加をご希望される方は、国税庁LINEアカウントから事前予約
をお願いいたします。

〔お問合せ先〕
吉野税務署　法人課税部門
☎0746-32-3385(代表)

〔その他参考情報〕
　国税庁ホームページの
「定額減税特設サイト」に
は、各種パンフレットや
Q&Aを掲載しておりますの
で、是非ご確認ください。

●制度解説用動画の
　上映(約30分)
　・定額減税制度の概要
　・具体的な事務手続の
説明
●質疑応答
　※途中退席していただいて
も構いません。

開催日時 開催場所 定員 説明内容 備考

吉野税務署
(2F 大会議室 )
吉野町丹治 200 番 1

15名
(要予約)

国税庁LINE
アカウントはこちら

「定額減税特設サイト」
はこちらからアクセス

※自動音声が流れましたら、音声案内に
　従って、『2』番を選択してください。
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火 災 時 の 通 報
　１１９通報（消防署）
と同時に、役場にも必
ず通報してください。

役　場（代表）２－０００１

ワースリビングかみきた
　診療所
（休日及び午後５時15分以降
　は、役場に転送されます。）

２－００１６

　保健福祉課
　社会福祉協議会

３－０３８０

２－０１２９

教育委員会 ２－００６６

上北山やまゆり学園
２－００２７

やまゆり保育園
２－０２３０

村民総合会館 ３－０３３０

総務課 2－0 0 0 1
企画政策課 2－0 0 0 2
建設課 2－0 0 0 3
住民課 3－0 2 2 3
出納室 9－0 2 0 7
議会事務局 9－0 7 0 3

白川公民館 ３－０１２０

ふるさとふれあい会館
３－０２１８

上下北山衛生センター
　し　尿
　ゴ　ミ

５－２２２７
５－２２５１

吉野警察署河合駐在所

吉野消防署北山分署
２－０００５

５－２４５０

吉野土木事務所
工務第二課 ２－００９８

一般社団法人
ツーリズムかみきた２－０102

関西電力㈱高田営業所
０８００－７７７－８８１０

■日　　時：４月１５日（月）
　　　　　　午前10時～12時・午後1時～3時

■場　　所：奈良弁護士会
　　　　　　奈良市中筋町22番地の1

■相談内容：相続遺言に関することに限ります

■予約受付：4月1日（月）～4月12日（金）まで
　電話予約　
　　奈良弁護士会　TEL：0742－22－2035
　　受付時間　平日午前9時30分～午後5時

※相談時間は1人30分間　先着16名までとなります。

「遺言の日」
記念無料法律相談
「遺言の日」

記念無料法律相談

■日　　時：5 月 8 日（水）
　　　　　　午前9時30分～12時・午後1時～3時30分

■場　　所：次の 2 か所で実施します。
　　　　　　①奈良弁護士会
　　　　　　　奈良市中筋町 22 番地の 1
　　　　　※相談時間1人 30分　先着20名までとなります。

　　　　　　②経済会館
　　　　　　　大和高田市大中 106-2
　　　　　※相談時間1人 30分　先着10名までとなります。

■予約受付：4 月 1 日（月）～ 4 月 26 日（金）まで
　　　　　　電話予約　
　　　　　　奈良弁護士会　TEL：0742－22－2035
　　　　　　受付時間　平日午前 9 時 30 分～午後 5 時

「憲法週間」
記念無料法律相談
「憲法週間」

記念無料法律相談

奈良弁護士会
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後期高齢者医療保険料率の算定について

後期高齢者医療制度は、皆さんの保険料のほか、現役世代からの支援金と国や県、市町村
が負担する公費によって運営されています。
後期高齢者医療制度では、財政運営期間を２年間としており、この期間の医療給付費等の
財源に充てるため、次のとおり保険料率の改定を行いました。

・均等割額　　５０,５００円

・所得割率　　 　  ９.９３％

令和６・７年度の保険料率について

令和６年度から国の基準に合わせて保険料賦課限度額の改定を行いました。
これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。

保険料賦課限度額の改定

【保険料均等割額の軽減】
世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。

●６５歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大１５万円を
控除し、軽減判定されます。

●軽減判定は４月１日（４月２日以降に新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で
行います。

保険料の軽減について

（現行)令和４・５年度

対象者の所得要件 均等割の軽減割

令和６・７年度(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)※１

・均等割額　　５１,５００円

・所得割率　　１０.５５％※

(改正後)令和６・７年度

※基礎控除後の所得５８万円以下の被保険者は１０．０６％（Ｒ６年度のみ）

※障害認定を除いて、R６．４．１以降に資格取得した被保険者以外等は７３万円(令和６年度のみ）

※１　軽減の基準となる「１０万円×(給与所得者数等の－１)」は世帯主と同一世帯の被保険者に
　　　給与所得者等が２人以上いる場合に計算します。
※２　一定の給与所得がある方または公的年金等の所得がある方

一人当たり 上限額 66万円 一人当たり 上限額 80万円※

基礎控除額(４３万円)＋１０万円×(給与所得者等※２の数-１)以下 ７割

５割

２割

基礎控除額(４３万円)＋２９．５万円×(被保険者数)+１０万円
×(給与所得者等の数※2-１)以下

基礎控除額(４３万円)＋５４．５万円×(被保険者数)+１０万円
×(給与所得者等の数※2-１)以下
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●
不
眠

　
不
眠
症
に
は
眠
る
ま
で
に
時
間

が
か
か
る
（
入
眠
障
害
）、
ぐ
っ
す

り
寝
た
気
が
し
な
い（
熟
眠
障
害
）、

睡
眠
の
途
中
で
目
が
覚
め
る

（
中
途
覚
醒
）、
起
床
時
間
が
早

い
（
早
期
覚
醒
）
と
い
っ
た
種
類

が
あ
り
、
２
つ
以
上
の
症
状
が
重

な
る
人
も
い
ま
す
。
不
眠
症
が
あ

る
と
生
活
習
慣
が
悪
化
し
、
集
中

力
や
記
憶
力
の
低
下
、
抑
う
つ
気

分
や
不
安
と
い
っ
た
症
状
の
原
因

と
な
り
ま
す
。

●
不
眠
症
の
原
因

　
不
眠
の
原
因
に
は
も
と
も
と
持
っ

て
い
る
病
気
や
、
そ
の
治
療
に
使
わ

れ
て
い
る
薬
が
原
因
に
な
っ
て
い
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
生
活
習
慣
で
は

カ
フ
ェ
イ
ン
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂

取
、
運
動
不
足
、
長
時
間
の
昼
寝
な

ど
も
原
因
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
高

齢
者
で
は
太
陽
に
当
た
る
こ
と
が
少

な
い
、
人
と
の
関
わ
り
や
外
出
す
る

こ
と
が
少
な
い
、
運
動
不
足
と
い
っ

た
要
因
で
、
睡
眠
時
間
の
調
整
が
難

し
く
な
り
ま
す
。
そ
の
他
、
次
の
よ

う
な
不
眠
症
に
関
連
し
た
病
気
も
あ

り
ま
す
。

む
ず
む
ず
脚
症
候
群
は
、
足
に
虫
が

這
う
よ
う
な
む
ず
む
ず
・
ち
く
ち
く

し
た
感
覚
が
現
れ
ま
す
。
足
を
動
か

す
と
症
状
は
消
え
ま
す
が
、
こ
の
異

常
感
覚
や
足
を
動
か
す
動
作
の
た
め

に
睡
眠
が
妨
げ
ら
れ
ま
す
。

睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群
は
寝
て
い
る

間
に
呼
吸
が
十
分
で
き
な
い
病
気
で

す
。

●
不
眠
症
の
診
断

　「
眠
れ
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
不

眠
症
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

不
眠
の
訴
え
に
加
え
て
睡
眠
に
関
連

し
た
日
中
の
活
動
に
影
響
が
出
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
こ
の
基
準
で
調
査

す
る
と
不
眠
症
の
患
者
は
人
口
の

6
ー
10
％
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

睡
眠
時
間
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
同

じ
個
人
で
も
季
節
よ
っ
て
違
い
が
出

ま
す
。
平
均
的
な
睡
眠
は
成
人
で
6.5

〜
7.5
時
間
、
70
歳
以
上
で
は
6
時
間

と
だ
ん
だ
ん
短
く
な
る
の
が
普
通
で

す
。

●
不
眠
症
の
ケ
ア
・
予
防

　「
お
酒
を
飲
め
ば
寝
ら
れ
る
」
と
言

う
人
が
い
ま
す
が
、
お
酒
は
睡
眠
を

妨
げ
る
原
因
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ア

ル
コ
ー
ル
は
寝
つ
き
を
良
く
す
る
効

果
は
あ
る
も
の
の
、
眠
り
自
体
は
浅

く
な
り
、
ま
た
利
尿
効
果
で
ト
イ
レ

に
起
き
や
す
く
な
る
た
め
で
す
。

　
厚
生
労
働
省
か
ら
睡
眠
障
害
対
処
の

12
の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
睡
眠
時
間
は
人
そ
れ
ぞ
れ
、
日
中
の

眠
気
で
困
ら
な
け
れ
ば
十
分

②
刺
激
物
を
避
け
、
寝
る
前
に
は
自
分

な
り
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
法
。
就
床
4
時

間
前
の
カ
フ
ェ
イ
ン
摂
取
、
就
床
1

時
間
前
の
喫
煙
は
避
け
る
こ
と
。
軽

い
読
書
、
音
楽
、
ぬ
る
め
の
入
浴
、

香
り
、
ス
ト
レ
ッ
チ
な
ど
は
効
果
的
。

③
眠
た
く
な
っ
て
か
ら
布
団
に
入
る
、

就
床
時
間
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
な
い
。

眠
ろ
う
と
す
る
意
気
込
み
が
か
え
っ

て
頭
を
冴
え
さ
せ
、
寝
つ
き
を
悪
く

し
ま
す
。

④
同
じ
時
刻
に
毎
日
起
床
。
　
早
寝
早

起
き
で
は
な
く
、
早
起
き
が
早
寝
に

通
じ
ま
す
。

⑤
光
の
利
用
で
よ
い
睡
眠
。
目
が
覚
め

た
ら
日
光
を
浴
び
、
体
内
時
計
を
ス

イ
ッ
チ
オ
ン
！

⑥
規
則
正
し
い
3
度
の
食
事
、
規
則
的

な
運
動
習
慣
。
朝
食
は
心
と
体
の
目

覚
め
に
重
要
、
夜
食
は
ご
く
軽
く
に

⑦
昼
寝
を
す
る
な
ら
、
15
時
前
の
20
〜

30
分
。
長
い
昼
寝
は
か
え
っ
て
ぼ
ん

や
り
の
も
と
。
夕
方
以
降
の
昼
寝
は

夜
の
睡
眠
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま

す
。

⑧
眠
り
が
浅
い
と
き
は
、
む
し
ろ
積
極

的
に
遅
寝
、
早
起
き
に
。
寝
床
で
長

く
過
ご
し
す
ぎ
る
と
熟
睡
感
が
減
る

た
め
で
す
。

⑨
睡
眠
中
の
激
し
い
イ
ビ
キ
、
呼
吸
停

止
や
足
の
び
く
つ
き
、
む
ず
む
ず
感

は
要
注
意

⑩
十
分
眠
っ
て
も
日
中
の
眠
気
が
強
い

と
き
は
専
門
医
に

⑪
睡
眠
薬
代
わ
り
の
寝
酒
は
不
眠
の
も

と
。

⑫
睡
眠
薬
は
医
師
の
指
示
で
使
え
ば
安

全
。
一
定
時
刻
に
服
用
し
就
床
す
る

こ
と
。
ア
ル
コ
ー
ル
と
の
併
用
を
し

な
い
こ
と
。

　
最
近
、
眠
れ
な
い
な
ぁ
と
い
う
方
は

生
活
を
見
直
し
、
工
夫
し
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
？

不
眠
症

に
ゅ
う
み
ん
し
ょ
う
が
い

じ
ゅ
く
み
ん
し
ょ
う
が
い

ち
ゅ
う
と
か
く
せ
い

そ
う
き
か
く
せ
い

地域包括支援センターにご相談ください
　「介護保険を利用したいけど、どうすればいいの？」　「親の様子が最近、同じ事ばかり聞いてき
て認知症なのかしら？」　「家族だけでは介護がとても大変でどうすればいいの？」などのお困りの
方は、上北山村地域包括支援センター（保健福祉課内）にご相談ください。医療機関や専門の方と
連携しながら、総合的に対応します。お困り事がありましたら、お気軽にご相談ください。

上北山村地域包括支援センター（保健福祉課内）　電話　③―0380
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No.672
3月

村のようす

令和6年3月1日現在

世帯数
人　口
男　性
女　性
面　積

２８７（＋１）
４４０（＋１）
２３０（＋１）
２１０（±０）
274.22k㎡

広
報
か
み
き
た
や
ま
　

N
O
.672号

発
行
／
上
北
山
村
役
場
　
　
編
集
／
総
務
課

Ｐ２・3
Ｐ４
Ｐ５
Ｐ６
Ｐ７

令和６年３月定例村議会……………………
卒園式・卒業式………………………………
村の出来事ほか………………………………
犬の登録と狂犬病予防注射…………………
年金だより……………………………………

Ｐ８・９
Ｐ10
Ｐ11
Ｐ12

お知らせ………………………………………
後期高齢者医療保険料率の算定について…
保健師だより…………………………………
体罰等によらない子育てを広げよう！ほか…

― 毎月11日は「人権を確かめあう日」―

主な内容

税・保険料の納期限

納期限までに納めましょう。
便利な口座振替もご利用く
ださい。

・軽自動車税　　　第1期
・介護保険料　　　第1期

【4月30日】

健康保険料率

介護保険料率

給与・賞与の

10.14％

給与・賞与の

1.82％

令和6年2月分
（3月納付分）まで

令和6年2月分
（3月納付分）まで

令和6年3月分
（4月納付分）まで

※任意継続被保険者の方は、令和6年4月分の保険料率から変更となります。
※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）には、健康保険料率に
　全国一律の介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が３月１日分から変更後の保険料率が適用されます。

〒 奈良市大宮町 奈良センタービル４階
： （企画総務グループ直通）

令和6年3月分（４月納付分）より
協会けんぽの保険料率が変わります

協会けんぽ奈良支部の加入者・事業主の皆さまへ

給与・賞与の

10.22％

給与・賞与の

1.60％

令和6年3月分
（4月納付分）まで

　令和6年2月号3ページについて、特殊勤務手当の手当の種類を「１」
としておりましたが、「2」の誤りです。また、それに伴い代表的な手当
の名称に「防災業務従事手当」が追加されます。
　訂正してお詫び申し上げます。

掲載記事の訂正とお詫び

まずはお住まいの市区町村の子育て相談窓口へご相談は

詳しくは

子どもへの体罰は法律で禁止されました。
体罰等によらない子育てを推進するため、
子育て中の保護者に対する支援も含めて
社会全体で取り組んでいきましょう。

2020年4月から法律が変わりました！
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